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処理困難物及び副生成物処理のゆくえ

・廃家電類（四品目） 資源化処理業者 鉄鋼製品

※各市町村で行われる不法投棄回収時に持ち込まれる。非常に傷んでいるものは正規のルートには乗らないため上記の扱いとしている。傷んでいるもの以外は家電リサイクル法の再商品化ルートへ。

・廃消火器 資源化処理業者 鉄鋼製品

※ボンベ部分を撤去して、鉄くずとして処分する。

炉投入
セメント

可燃物 代替燃料

破砕処理

金属 有価金属・不燃物非鉄金属

・コンクリート用骨材 ・コンクリート二次製品用材料

・埋め戻し材 ・路盤材（路床材、下層路盤材等）

脱塩処理
資源化処理業者

焼結処理
溶融処理

※

・カーボンスラッジ 資源化処理業者
焼結処理
溶融処理

※ ※副生成物内にある資源を回収する

回収される資源は硫酸、カドミウム、銅、鉛、亜鉛、スラグ等である。

・金属水酸化物 資源化処理業者
焼結処理
溶融処理

※

・硫黄スラッジ
炉投入

※

金属 有価金属

亜鉛滓 土壌改良剤・亜鉛地金

水銀リサイクル 蛍光灯等

水銀試薬

水銀リサイクル 蛍光灯等

水銀試薬

グラスウール

セメント原料

金属 アルミ原料

副生成物：下北地域広域行政事務組合（アックス・グリーン）でごみ処理の過程で発生

処理困難物：アックス・グリーンでは処理が難しいもの

焼結処理
溶融処理

ガラスのリサイクル

業者で処理・加工

破砕・洗浄・焙焼処理

業者で運搬

資源化処理業者

処理困難物及び副生成物収集運搬
（下行業務委託）

代替燃料(ゴム部分)
鉄原料代替（タイヤ中のスチールワイヤー）

資源化処理業者
・廃コイルスプリング
　　入り家具類

・溶融スラグ

焙焼・解砕処理

・使用済み蛍光管等

・使用済み乾電池 資源化処理業者

資源化処理業者

資源化処理業者

中間処理業者

中間処理業者

・回収塩 中間処理業者

・廃ゴムタイヤ 資源化処理業者


